
※保険料の端数の取り扱い

〇健康保険組合から毎月お送りする「保険料納入告知書」の保険料額については、被保険者個々の保険料額(１円未満の端数を含む)全員分を合算した合計額となります。

　　ただし、その合計額に１円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額となります。

〇被保険者負担分の保険料に円未満の端数がある場合（事業主と被保険者の間で特約があるときを除く）

　1、事業主は、被保険者に支払う報酬から前月分の被保険者負担分保険料を控除することができます。報酬から保険料を控除する場合に、被保険者が負担すべき保険料に

　　１円未満の端数が生じた場合は、５１銭以上１円未満の端数を切り上げ、５０銭以下の端数は切り捨てることになります。

　2、被保険者が被保険者負担分を事業主に現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が５０銭未満の場合は切り捨てし、５０銭以上の場合は切り上げて１円となります。

　　（通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律　第３条第１項）
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令和8年度の健康保険　標準報酬月額保険料額表
適用期間　⇒　令和8年3月～令和9年2月

※子ども・子育て支援金　適用期間⇒令和８年４月～令和９年２月

標 準 報 酬

報 酬 月 額

保 険 料 月 額

介護保険に該当しない被保険者
(　39歳以下および65歳～74歳　)

介護保険に該当する被保険者
(　40歳　～　64歳　)
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（端数切り捨て）


